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業務改善 

第20号（平成30年11月５日） 
業務改善プロジェクト・チーム 
 （学校経営支援課） 
電話：０８２（５１３）４９７２ 

「学校における働き方改革取組方針」を策定しました 
 広島県教育委員会は，県立学校における働き方改革を推進するため，平成30年７月13日に「学校における働き
方改革取組方針」を策定しました。 

概 要 

目指す姿 

○ 「学びの変革」の円滑な実施，学習指導要領の改訂や新たな教育課題等 
 へ適切に対応できる学校体制を構築し，教員の子供と向き合う時間を確保 
 することで教育の質の向上を図る。 
○ 教員以外も含めた学校全体の長時間勤務を縮減し，一人一人が健康で生 
 き生きとやりがいをもって勤務できる環境づくりを推進する。 

業務改善 子どもと向き合う 時間の確保（事例集Ｐ１より） 

期間・目標 

【期間】 平成30年度～平成32年度 
【目標・成果指標】 
○ 子供と向き合う時間が確保されていると感じる教員の割合80％以上 
○ 時間外勤務が月80時間を超える教員０人（学校全体の長時間勤務も縮減） 

取組の柱 

次の４つの視点を柱として取組を推進 
○ 学校・教員が本来担うべき業務に専念できる環境の整備 
○ 部活動指導に係る教員の負担軽減 
○ 学校における組織マネジメントの確立 
○ 教職員の働き方に対する意識の醸成 

１ 学校・教員が本来担うべき業務に専念できる環境の整備 
(1) スクール・サポート・スタッフの配置 
(2) 校務支援システム等ＩＣＴの活用促進 
(3) 各種計画，事業，調査・照会等の見直し 
(4) 研修の見直し等 
(5) 教材・指導案等の共有化 
(6) 支援が必要な子供・家庭への対応 
(7) 学校・教員が担う業務の整理，家庭・地域との連携の推進 
 
２ 部活動指導に係る教員の負担軽減 
(1) 「運動部活動の方針」を踏まえた学校における活動方針の策定・徹底 
(2) 外部人材を活用した取組 
(3) 外部団体等との連携 
(4) 効果的な練習方法等の研修の実施 
 
３ 学校における組織マネジメントの確立 
(1) 学校における自律的な業務改善・業務削減の推進 
(2) マネジメント研修の充実 
(3) 教頭及び事務長等への専決事項の拡大 
(4) 連絡会議の開催 
 
４ 教職員の働き方に対する意識の醸成 
(1) 学校における勤務時間管理の徹底 
(2) 学校における定時退校日の推進 
(3) 一斉閉庁期間の設定 
(4) 教職員全体に対する働き方改革に関する研修の実施 

取組内容 

フォローアップ等 

○ フォローアップ 

 取組の着実な実行を図るため，勤務実
態の調査や毎年度の取組の検証を行う
とともに，学校の状況や国の動向等を踏
まえ，随時方針の見直しを実施する。 

○ 市町立学校に係る支援 

 市町教育委員会に対し，所管の学校
における働き方改革の取組方針を策
定するよう促すとともに，市町立学校
における教職員の働き方改革の推進
に向け，必要な支援を実施する。 

今後は本取組方針を基に，取組を
推進していきます！ 

※本取組方針は広島県のＨＰに掲載されていますので，ぜひ御覧ください。 

【掲載場所】 ホットライン教育ひろしま＞広島県教育委員会へようこそ 
                             ＞人材育成・能力開発＞学校の業務改善 



  時間外勤務の時間が月80時間を超えた者については，個別に校長面談を行い，仕事の状況・進め
方等の実状について把握を行うとともに，改善策を協議し，改善に努めています。（各月20日頃に中間
集計を行い，80時間以上が見込まれる者については，調整を図るなど，組織的に対応しています。） 

  面談の際には，該当者の個人的な仕事の仕方や担当業務の状況だけでなく，所属部署等の組織
的・チーム的な状況・事情の把握・分析の両面からアプローチします。 

 

業務量等調査 

各業務について，業務量の目安を提示 
（ex.教科授業は10，３年正担任は５～７など） 

学校経営目標 

組織的に働き方改革を進めていますか？ 

働き方改革を推進する 

見える化と 言える化 忘れぬ我が職場（事例集Ｐ97より） 

  府中高等学校では，学校経営計画※に基づき，時間外勤務の時間の縮減に 

向け，業務の見える化，組織マネジメントの徹底を図っています。 

○ “業務の見える化”で業務改善 

学校における組織マネジメントの確立 ～働き方に対する意識向上～ 

取組事例 

○ 組織マネジメントの徹底 

様々な取組のうち，その一例を紹介します！ 

明確な目標の設定 

課題把握 

年度途中でも必要に応じて，業務の
調整や見直しを図ります。 分業と協業の機能化 

 「業務量等調査」を行い，一定期間ごとの個人の時間外勤務の時間を含む業務量全体を
把握し，その個人が属する分掌・教科・部活等のチーム全体としての業務量も踏まえて，可
能な限りの平準化を図っています。 

 また，その他にも，「部内業務分担表」や「業務進捗管理表」を活用するなど，個人だけで
なく各分掌ごとに業務を見える化し，分業・協業が機能した組織的な体制を構築しています。 

改善策・対応策の検討 

【達成目標】   

時間外勤務の時間の縮減を図ることで職場環境を改善する 

【行動計画】 

○ 業務改善の方針（目的・方策等）を明確にする 

 ことにより，業務改善の進捗を図る 

○ 時間外勤務の時間を月単位で管理することに 

 より， 組織マネジメントの徹底を図る 

【評価指標】   

○ 時間外勤務の時間が県全日制全体の平 

 均を下回る 

○ 教員個人の時間外勤務の時間が月80時 

 間を下回る 

業務量の目安を参考に，担当業務につい
て，業務量の自己評価を記入 

総業務量の数値化（=見える化） 

 実際に時間外勤務が月80時間を超過する者の人数が減少傾向にあるなど，目標達成に向けた効果
が現れています。組織マネジメントを徹底し，教職員自身が働き方を工夫・改善していく環境を整える
ことで，働き方改革を推進します！ 

※県立学校では，今年度から
学校経営計画に働き方改革に
関する項目を盛り込むことを必
須としました。  

働き方改革に係る校長面談 

○○：○○ ○○：○○ ○○：○○ ○○：○○ 

 

３ 学校における組織マネジメントの確立 

（１） 学校における自律的な業務改善・業務削減の推進 

 学校経営計画に業務改善や教職員の働き方に関する項目

を設定し，管理職はその目標・方針に沿って学校経営を行う。 

 

学校における働き方改革取組方針（抜粋） 



安芸高田市では留守番電話を導入しました！ 
 教職員の長時間勤務の解消に向けた取組の一環として，安芸高田市 

では，５月から市内すべての小・中学校で留守番電話を導入しました。 

定時退校 心も体も リフレッシュ！（事例集Ｐ57より） 

１ 学校・教員が本来担うべき業務に専念できる環境

の整備 

（７） 学校・教員が担うべき業務の整理，家庭・地域との連携 

 部活動や勤務時間外の電話対応などに係る教員の負担軽

減など，保護者の理解を得た上で取組を推進する。 学校・教員が本来担うべき業務に専念できる環境の整備 

学校における働き方改革取組方針（抜粋） 

従来は，勤務時間外でも電話対応を余儀なくされ，長時間勤務の一因となっていました。 

中には緊急性のない用件もあり，この状況を改善するとともに，教職員の勤務時間に関する意識改革
を図るため，市内全16小・中学校に留守番電話（以下，「留守電」）機能を整備しました。 

保護者の皆様 

留守番電話の導入について（お願い） 

○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ 
 

記 

 設定時間 平 日 18時から７時30分 
        休 日  終日 

※緊急時の対応について 
  □□□□□□□□□□□□   

・ 
・ 
・ 

導入の経緯 

導入のポイント 

効 果 

  
留守電設定時間 

   安芸高田市では，勤務時間や児童生徒の登校・下校時間を考慮し，夕方18時～朝７時30分を
留守電の設定時間にしています。 

  
事前周知の徹底 

 文書やHP等を活用して，保護者や地域の方々に対して，事前に周知しておくことが重要です。 
 安芸高田市では，学校だけでなく，市教委が広報誌等を活用し，周知を図っています。 

長時間勤務縮減～勤務時間を意識した働き方へ～ 
※本取組方針は県立学校向けに策定されたものですが，
市町教育員会についても，所管の学校において，教職員
の負担軽減に向けた取組をお願いしています。 

勤務時間外の電話件数が減少しました！（ １日あたりの留守電への登録件数平均１件以下） 

○教職員の勤務時間の意識の向上 

  勤務終了時間の意識付けができるようになり，勤務時間外の学校間の連絡件
数が減少した。 

○業務の能率向上 

  勤務時間外の電話対応が必要なくなり，本来業務に集中できるようになった。 

【教職員】 

○保護者・地域の方々の理解 

  留守電になっていることで，勤務時間外であることを認識
してもらえている。 

 ⇒電話件数が日を追うごとに減少 

【保護者・地域の方々】 

留守電を導入する際には，次のような整理を行っておくことが
重要です！ 

  
緊急連絡体制の整備 

   各学校の留守電へ録音すれば，速やかに転送または遠隔操作により録音内容の確認を行う
ことができるといった緊急時の連絡体制を整えています。 


